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新たな地域医療構想の策定に向けた今後の議論の進め方

〇 改正医療法では、地域医療構想の策定は2028（令和10）年度末までに行うこととされ
ている。

〇 県では、国の検討会での議論等も踏まえ、今後、次のように議論を進めていく。

① 構想区域の設定【一部地域を除き、今回の会議で地域の意見を集約】

② 構想区域単位での議論【本年度２回目以降】

※ データ等を活用して主に次の内容を検討

・ 必要病床数の算出

・ 地域の医療提供（医療と介護の連携を含む）に係る課題等の抽出

・ 都道府県全体で取り組むべき課題等の抽出

③ 取組（対応）の方向性の決定と推進

・ 医療機関機能報告に基づく議論

・ 構想区域単位で取組の方向性を決定し、地域医療構想に反映

〇 なお、国のガイドラインが示され次第、スケジュールの詳細を検討予定
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【参考】国の検討会とりまとめの概要
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新たな地域医療構想の策定・推進に向けた国のスケジュールイメージ

今回会議の
協議フェーズ



医療機関機能報告について
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○ 令和８年度から報告が予定されている医療機関機能報告については、国の検
討会では次のような報告を求めることが案として示されている。



医療機関機能の議論について
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〇 医療機関機能として想定されている機能として、国の検討会では以下が示されている。
〇 遅くとも2028（令和10）年度までに、急性期拠点機能を報告する医療機関を含めた医療
機関における機能の設定などが求められている。



【参考】急性期拠点機能に関する議論の進め方
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市町村の積極的な関わりと意見交換のテーマについて
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○ 新たな地域医療構想では、市町村の積極的な関わりが重要となってくる。
そのため、
・今後は地域医療構想調整会議等で市町村の意見を聞く機会をこれまで
以上に設ける

・市町村からも地域医療構想調整会議での議題の提案を受け付ける

第２回での議論に向けて、本日は意見交換を行いたい
【意見交換のテーマ】

○ 市町村が次の項目について感じている課題や取組※について
・救急 ・在宅医療 ・医療と介護の連携 ・その他
※市町村所管の会議体で話題となっている事項等も含む

○ 委員の皆様から市町村に対して聞きたいこと



説明は以上です。
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